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松阪市分別収集計画（第１１期） 

 

令和 7年 8 月 21 日 

 

１．計画策定の意義 

 

  本市が定める「一般廃棄物（ごみ）処理基本計画（第１期見直し版）」の基本

理念である「ムダなく資源が循環しているまち」を達成するためには、大量生産・

大量消費・大量廃棄に支えられた社会経済・ライフスタイルを見直し、循環型社

会を形成していく必要がある。そのためには、社会を構成する主体がそれぞれの

立場でその役割を認識し、履行していくことが重要である。 

  松阪市は、平成17年 1月に1市4町が合併して新松阪市として誕生して以降、

一部を除いて合併前の処理形態・収集区分を継続していたが、平成 27 年 3 月に

松阪市クリーンセンターが供用開始となり、平成 27 年 4 月をもって市内全域の

ごみ処理方式の一元化が実施された。 

  本計画はこのような状況のなか、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進

等に関する法律（以下「法」という）第８条に基づいて一般廃棄物の大半を占め

る容器包装廃棄物を分別収集し、地域における容器包装廃棄物の３Ｒ（発生抑

制：リデュース、再使用：リユース、再生利用：リサイクル）の推進や、焼却処

分量、最終処分量の削減を図る目的で、市民・事業者・行政それぞれの役割や、

具体的な推進方策を明らかにし、これを公表することにより、すべての関係者が

一体となって取り組むべき方針を示したものである。 

  本計画の推進により、容器包装廃棄物の３Ｒを推進することによって、廃棄物

の減量や最終処分場の延命化、温室効果ガスの削減、資源の有効利用が図られ、

循環型社会の形成が図られるものである。 

 

 

２．基本的方向 

 

  本計画を実施するに当たっての基本的方向を以下に示す。 

・ ３Ｒ及びごみの適正な排出の推進。 

・ 市民・事業者・行政による協働体制の構築。 

・ 不法投棄の防止による良好な環境の創出。 
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３．計画期間 

 

  本計画の計画期間は令和 8 年 4 月を始期とする 5 年間とし、令和 10 年度に見

直す。 

 

 

４．対象品目 

 

  本計画は、容器包装廃棄物のうち、スチール製容器、アルミ製容器、ガラス製

容器（無色、茶色、その他）、飲料用紙容器、段ボール、紙製容器包装、ペット

ボトル、プラスチック製容器包装を対象とする。 

 

 

５．各年度における容器包装廃棄物の排出量の見込み 

                        （法第８条第２項第１号） 

 

 令和 8年度 令和 9年度 令和 10 年度 令和 11 年度 令和 12 年度 

容器包装廃棄物 11,053t  10,904t  10,656t  10,437t  10,223t  

※ごみ排出量に占める容器包装廃棄物比率より算出。 
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６．容器包装廃棄物の排出の抑制を促進するための方策に関する事項 

                          （法第８条第２項第２号） 

 

  容器包装廃棄物の排出抑制の促進を図るため以下の方策を実施する。 

  なお、実施にあたっては、市民、事業者、行政がそれぞれの立場から役割を分

担し、相互に協力・連携を図る。 

 

 

環境教育、普及啓発の充実 

◇ 松阪市３Ｒサポーターの会員を通してごみ減量化に理解ある人材を育成す

ることで出前講座等の啓発活動をともに発信していき、ごみ減量やリサイ

クルの促進に努めます。 

 

啓発活動、出前講座の実施 

◇ 自ら進んで環境にやさしい活動ができるよう、学校における環境教育・環

境学習の充実に努めます。また、出前講座を積極的に行い、市民のごみ問

題に対する意識向上に努めます。  

 

容器包装廃棄物の排出抑制 

◇ 買い物時にはマイバッグを持参するなどの啓発を継続して行うことで、レ

ジ袋の削減につながるよう努めます。 

◇ プラスチック容器・袋、白色トレー、牛乳パック、ペットボトルなどの容

器包装廃棄物の適正な分別を啓発することで資源化の促進に努めます。 

◇ 事業者に対して、容器包装廃棄物の分別排出が適正に行われるよう啓発し、

容器包装の簡易化についても啓発を図ります。 

◇ 買い物時にはできる限り簡易包装化されている商品を選び、詰め替え可能

な商品を選択して購入することで、プラスチックごみの排出が抑制される

ことの周知に努めます。 
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７．分別収集をするものとした容器包装廃棄物の種類及び当該容器包装廃棄物の収

集に係る分別の区分（法第８条第２項第３号） 

 

  一般廃棄物最終処分場の残余容量、廃棄物処理施設の整備状況等を総合的に勘

案し、分別収集をする容器包装廃棄物の種類を下表左欄のように定める。 

  また、市民の負担度・協力度、松阪市が有する収集機材、選別施設等を勘案し、

収集に係る分別の区分は､下表右欄のとおりとする。 

 

分別収集区分 

分別収集する容器包装廃棄物の種類 収集に係る分別の区分 

主としてスチール製の容器 燃えないごみ 

主としてアルミ製の容器 飲食用アルミ缶 

主として       無色のガラス製容器 

ガラス製の      茶色のガラス製容器 

容器         その他の色のガラス製容器 

空ビン 

主として紙製の容器であって飲料を充てんするためのもの

（原材料としてアルミニウムが利用されているものを除く） 
牛乳パック 

主として段ボール製の容器 段ボール 

主として紙製の容器包装であって上記以外のもの 雑誌・雑紙 

主としてポリエチレンテレフタレート（PET）製の容器であ

って飲料、醤油等を充てんするためのもの 
ペットボトル 

主としてプラスチック製の容器包装であって上記以外のも

の 

白色トレー 

プラスチック容器・袋 

 

※ただし、スチール製の容器は燃えないごみとして、その他紙製容器包装は雑誌・雑紙と

して回収しており、それぞれの量は把握できない為、計画量にはそれぞれ「市町村分別

収集計画策定の手引き（十一訂版）」を参照し数値を算定することとする。 

※またスチール製の容器及びアルミ製の容器に関しては、選別後のスプレー缶の数値も計

画量に反映することとする。 
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８．各年度において得られる分別基準適合物の特定分別基準適合物ごとの量及び容

器包装リサイクル法第２条第６項に規定する主務省令で定める物の量の見込み 

（法第８条第２項第４号） 

 

松阪市全体の各年度想定値（令和 6年度実績×対前年度人口変動率） 

（引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量）

281.4ｔ 279.2ｔ 277.0ｔ 274.8ｔ 272.6ｔ

（引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量）

251.2ｔ 249.2ｔ 247.3ｔ 245.3ｔ 243.3ｔ

（引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量）

130.3ｔ 129.3ｔ 128.3ｔ 127.3ｔ 126.3ｔ

（引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量）

186.3 184.9 183.5 182.1 180.7

（引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量）

604.0ｔ 599.3ｔ 594.6ｔ 589.9ｔ 585.2ｔ

（引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量）

6.0ｔ 6.0ｔ 6.0ｔ 6.0ｔ 6.0ｔ

主として紙製の容器包装であっ
て上記以外のもの 47.4ｔ 47.1ｔ 46.8ｔ 46.5ｔ 46.2ｔ

令和11年度 令和12年度

243.3ｔ

（合計） （合計）

188.1ｔ

主として紙製の容器であって飲料を
充てんするためのもの（原材料とし
てアルミニウムが利用されているも
のを除く）

5.0ｔ 5.0ｔ 5.0ｔ 5.0ｔ 5.0ｔ

主として段ボール製の容器 194.1ｔ 192.6ｔ 191.1ｔ 189.6ｔ

主としてアルミ製の容器 37.6ｔ 37.4ｔ 37.2ｔ 37.0ｔ 36.8ｔ

60.5ｔ 60.2ｔ

令和8年度 令和9年度 令和10年度

主としてスチール製の容器 61.4ｔ 61.1ｔ 60.8ｔ

茶色のガラス製容器

（合計） （合計） （合計）

無色のガラス製容器

（合計） （合計） （合計）

281.4ｔ 279.2ｔ 277.0ｔ

126.3ｔ

（合計）

（合計）

その他のガラス製容器

（合計） （合計） （合計） （合計）

130.3ｔ 129.3ｔ 128.3ｔ 127.3ｔ

274.8ｔ 272.6ｔ

（合計）

251.2ｔ 249.2ｔ 247.3ｔ 245.3ｔ

186.3ｔ 184.9ｔ 183.5ｔ 182.1ｔ 180.7ｔ

（合計）主としてポリエチエレンテレフ
タレート（PET）製の容器で
あって飲料又は醤油を充てんす
るためのもの

（合計） （合計） （合計） （合計）

主としてプラスチック製の容器
包装であって上記以外のもの

（合計） （合計） （合計） （合計）

（うち白色ト
レー）

（合計） （合計） （合計） （合計）

6.0ｔ 6.0ｔ 6.0ｔ 6.0ｔ

604.0ｔ 599.3ｔ 594.6ｔ 589.9ｔ 585.2ｔ

6.0ｔ

（合計）

（合計）

 

 

９．各年度において得られる分別基準適合物の特定分別基準適合物ごとの量及び容

器包装リサイクル法第２条第６項に規定する主務省令で定める物の量の見込み

の算定方法 

 

特定分別基準適合物等の量及び容器包装リ

サイクル法第２条第６項に規定する主務省

令で定める物の量の見込み 

＝ 
令和 6年度 

実績値 
× 人口変動率 

 

参考資料 

  人口変動率については、一般廃棄物（ごみ）処理基本計画を基に算出すると以

下のとおりとなる。 

令和 8年度 令和 9年度 令和 10 年度 令和 11 年度 令和 12 年度 

153,970 人 152,743 人 151,516 人 150,289 人 149,061 人 

（対前年度比） （対前年度比） （対前年度比） （対前年度比） （対前年度比） 

99.21% 99.21% 99.20% 99.20% 99.19% 
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１０．分別収集を実施する者に関する基本的な事項（法第８条第２項第５号） 

 

  分別収集は､現行の収集体制を活用して行う。 

  また、市による定期収集の他､自治会や市民団体による集団回収が進んでいる

紙製容器(牛乳パック・段ボール・雑誌・雑紙)及びリターナブルビン(空ビン)

については、引き続きこれらの団体においても分別回収を実施することとする。 

 

分別収集実施主体 

容器包装廃棄物の種類 
収集に係る 

分別の区分 
収集・運搬段階 

選別・保管等 

段階 

金 

属 

スチール製容器 燃えないごみ 市による定期収集 市 

アルミ製容器 飲食用アルミ缶 

市による定期収集 

 

集団回収 

市 

 

業者 

ガ
ラ
ス 

無色のガラス製容器 

空ビン 

市による定期収集 

 

集団回収 

市 

 

業者 

茶色のガラス製容器 

その他の色のガラス製

容器 

紙 
類 

飲料用紙製容器 牛乳パック 

市による定期収集 

集団回収 
業者 

段ボール 段ボール 

その他の紙製容器包装 雑誌・雑紙 

プ
ラ
ス
チ
ッ
ク 

ペットボトル ペットボトル 市による定期収集 市 

 

（白色発泡スチロ

ール製食品トレ

ー） 

白色トレー 市による定期収集 市 

その他のプラスチック

製容器包装 

プラスチック容

器・袋 
市による定期収集 市 

※上記品目について、市施設（リサイクルセンター等）への個人持込も可能。 
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１１．分別収集の用に供する施設の整備に関する事項（法第８条第２項第６号） 

 

  平成 23 年度に処理能力 4t/日（5h）の容器包装プラスチック圧縮･梱包設備を

備えた松阪市リサイクルセンターが完成。平成 27 年 4 月の一元化により、市内

全域の資源物を松阪市リサイクルセンターで処理している。 

 

分別収集の用に供する施設整備計画 

分別収集する容器包
装廃棄物の種類 

収集に係る 
分別の区分 

収集容器 収集車 中間処理 

スチール製容器 燃えないごみ 袋 パッカー車 
クリーンセンター 

（破砕選別） 

アルミ製容器 
飲食用アルミ
缶 

袋 幌車・箱車 
リサイクルセンター 

（選別・保管） 

無色のガラス製容器 

空ビン 
プラスチック 
コンテナ 

箱車 
リサイクルセンター 

（選別・保管） 
茶色のガラス製容器 

その他のガラス製容
器 

飲料用紙製容器 牛乳パック 結束 幌車 民間業者 

段ボール 段ボール 結束 幌車 民間業者 

その他の紙製容器包
装 

雑誌・雑紙 結束 幌車 民間業者 

ペットボトル ペットボトル 袋 
パッカー車 
幌車 

リサイクルセンター 

（選別・圧縮・保管） 

その他のプラスチッ
ク製容器包装 

白色トレー 袋 幌車 
リサイクルセンター 

（選別・保管） 

プラスチック
容器・袋 

袋 パッカー車 
リサイクルセンター 

（選別・圧縮・保管） 

 

１２．その他容器包装廃棄物の分別収集の実施に関し重要な事項 

 

・ プラスチック容器・袋、白色トレー、牛乳パック、ペットボトルなどの容器包

装廃棄物の適正な分別方法を啓発などで周知しリサイクルの促進に努める。 

・ 集団回収等の補助金交付事業を市民に有効活用してもらうことで容器包装廃棄

物の適正な排出を促し、資源物として排出するものの意識付けを図る。 

 


